
世田谷区公告第４０号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条例第１７号）第１４条第１項の規

定により、地区街づくり計画の案を次のとおり公告するとともに、公衆の縦覧に供す

る。 

 なお、その案に係る区域内の地区住民等は、縦覧期間満了の日までに、本地区街づ

くり計画の案に対する意見を区長に対し、文書により提出することができる。 

令和８年５月２１日 

             世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 地区街づくり計画の名称 

    代田地区地区街づくり計画 

 ２ 地区街づくり計画を策定する土地の位置及び区域 

  世田谷区代田一丁目、代田二丁目、代田三丁目、代田四丁目、代田五丁目及

び代田六丁目各地内 

 ３ 地区街づくり計画の案の縦覧場所 

世田谷区世田谷総合支所、世田谷区北沢総合支所、世田谷区玉川総合支所、

世田谷区砧総合支所及び世田谷区烏山総合支所街づくり課並びに世田谷区都市

整備政策部都市計画課 

 ４ 縦覧期間及び意見書の提出期間 

    令和８年５月２１日から同年６月４日まで 

 ５ 意見書の提出先 

    世田谷区北沢総合支所街づくり課 


